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主 文

１ 原判決を次のとおり変更する。

２ 被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して金３０万円及びこれに対す

る平成１３年１０月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員

を支払え。

３ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

４ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１０分し，その１を被控訴

人らの，その余を控訴人の各負担とする。

事実及び理由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して金３００万円及びこれに対する平成１３

年１０月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。

４ 仮執行宣言

第２ 事案の概要

１ 本件は，三原市立α小学校の教務主任の職にあった控訴人が，同校のＡ校長から

年休取得の許可を得た上で広島県教職員組合 広教組 の平成１３年度定期大会 本（ ） （

件定期大会）に参加したところ，許可後に，違法な時季変更権を行使され，これを

前提として欠勤を理由とする給与・勤勉手当の減額，教務主任の命課換え，文書訓

告をされるという不利益を受け，精神的苦痛を被ったとして，被控訴人三原市と被

控訴人広島県に対し，国家賠償法に基づき，慰謝料３００万円及び文書訓告を受け

た日である平成１３年１０月１７日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害

金の支払を求めている事案である。

原判決は，①Ａ校長の時季変更権の行使は，労働基準法上違法であり無効である

との前提に立って検討するとした上で，②時季変更権行使及びこれに伴う職務命令

違反を理由とする文書訓告は，客観的に重大な瑕疵があり違法・無効であるが，命

課換えについての判断はＡ校長の裁量の範囲内であり，③また，時季変更権行使が

違法・無効であったとしても，これが直ちに不法行為に該当するとはいえず，仮に

不法行為に該当するとしても，控訴人が休暇を取得し，未払賃金の支払を受けるこ

とで慰謝されて，損害はなく，④給与・勤勉手当の減額がその前提を欠き違法・無

効であっても，三原市教育委員会（市教委）と広島県教育委員会（県教委）に不法

行為は成立せず，損害も既に填補されており，⑤本件文書訓告が違法・無効として

も，市教委と県教委には不法行為は成立せず，損害についても，文書訓告の違法・

無効が判決で明らかにされることによって慰謝される程度のものであるとして，控

訴人の請求をいずれも棄却した。そのために控訴人が控訴したものである。

２ その他の事案の概要は，原判決３頁１６行目から１７行目の「命課換えをした」

「（ ）」 ， 「 」 「 」の次に 本件命課換え を加え ２３行目以下の 本件訓告処分 を 本件訓告

と改め，以下に当事者の当審における主張を付加するほか，原判決の事実及び理由
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中の「第２ 事案の概要」欄に記載のとおりであるから，これを引用する。

（控訴人の当審における主張）

（１） 事実誤認

ア 控訴人は，平成１３年（以下，特に記載のない限り同年を指す ）６月３。

日以前の時点で，Ａ校長から研修参加を強制するような通知は受けていな

い。すなわち，Ａ校長が控訴人に対し，①５月３１日に 「６月５日の主任，

研修には是非行ってください 」と話した事実，②６月１日の大休憩の際に。

「主任研修は義務研修だから絶対に行ってもらわんといけん 」と言った事。

実，③６月３日，午後８時３０分ころ 「明日もあさっても年休は受け付け，

ますが，５日は是非研修に行ってください 」と言った事実はない。これら。

に沿うＡ校長の証言等は信用性がない。

イ ６月１日には 「６月４日の年休は受理するが，６月５日分は再考して欲，

しい 」旨要請され，結局，最終的判断には「時間が欲しい 」として結論。 。

が先延ばしされたにすぎない。６月１日に職務命令が発せられていたとす

れば，控訴人としては年休申請をするはずがなく，Ａ校長が年休申請を最

終的に受理するはずもない。

ウ ６月３日にしたとされるＡ校長の上記発言も，同人がその会話の中で年

休を受け付けると述べているのであるから，時季変更権を直ちに行使しな

い限り，研修に参加するよう命ずることは相矛盾することであり，そのよ

。 ， ，うな命令をするはずはない 市教委段階では 控訴人申請の年休を許可し

後の予備研修に参加させればよいと考えていた可能性がある。

エ 以上のような状況をも踏まえると ５月３１日についても Ａ校長は そ， ， 「

れに出て行って欲しい，出て行っていただきたい 」と述べただけというべ。

きである。

（２） 時季変更権行使について

ア ６月５日の年休の取得（本件年休）は「事業の正常な運営」を妨げるも

のではないことは原審での主張のとおりである。

イ 時季変更権行使の意思表示について

（ア） Ａ校長が，控訴人に対し，６月１日，同月３日に，研修に参加する

よう命じていないことは前記（１）のとおりであり，したがって，この

事実を前提として時季変更権の行使を肯定することは誤りである。

（イ） また，時季変更権の行使は，事業の正常な運営を妨げる事由の存在

を理由として，職員の指定した時季の年休を認めない旨の明確な意思表

示を要するというべきである。Ａ校長が，仮に前記（１）アに指摘のよ

うな発言をしていたとしても，①６月１日の発言については，年休を思

いとどまるよう求めているだけで，本件年休の自主的撤回または変更の

要請をしているにすぎず，指定した時季の年休を認めない旨の意思が表

明されているとは到底いえないし，②６月３日の発言についても，控訴

人との再度の話合いの余地を残すようなものとなっているから，時季変
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更権の行使とはいえず，控訴人に自主的に本件年休を変更するよう説得

している域に止まっていることは人事委員会の認定するとおりであり，

。これらのＡ校長の発言をもって時季変更権の行使があったとはいえない

（ウ） さらに，６月１日の発言について，原判決が，Ａ校長は「どのよう

に確定的に対応すべきなのか即座に判断できなかった 」としながら，時。

季変更権の行使があったとすることは矛盾である。６月３日の発言につ

いても，控訴人は 「ありがとうございます 」と礼を述べ，翌４日朝に， 。

最終結論を確認した際にもＡ校長は「年休を２日間とも受理します 」と。

述べたにすぎない。Ａ校長が時季変更権を行使していたというのであれ

ば，上記のように控訴人が礼を述べることはなく，これに対しＡ校長も

異論を差し挟むはずであるのに，そのような対応はない。

ウ 時季変更権行使の時期について

Ａ校長は，遅くとも６月４日午前の電話の際には時季変更権を行使すべ

きであったが，上記のとおり，６月４日午前までの間に時季変更権を行使

した事実はなく，同日夕方に至ってようやく時季変更権の行使を通告した

ものである。しかし，この時点における時季変更権の行使は，不当に遅延

したものとして効力を生じず，控訴人による時季指定の効力を覆すものと

はならないというべきである。

エ 権利濫用について

年休申請が権利濫用になることがあるとしても，自ら嫌悪する特定の業

務を回避するため，その業務予定日時に年休を取得しようとする場合等に

限られる。本件の場合，控訴人は，地区支部長として広教組の本件定期大

会に出席する義務があり，片や，教務主任として本件主任研修に参加する

義務もあり，この二律背反に遭遇して苦悩していたものである。控訴人に

とってはいずれもが重要な職務であり，しかも，主任研修はこれまでは強

制としていなかったという歴史的な経過があった上，予備日も設定されて

いるため，この日に変更されることもあり得ると考え，取りあえず年休申

請をしたものである。これが権利濫用でないことは明らかであり，Ａ校長

としては，時季変更権を行使すれば足りたものである。

（３） 職務命令の認定

前記（１）アに指摘のような事実はなく，仮にこれがあったとしても，職

務命令と認めることは到底できない。Ａ校長自身，職務命令であることを明

。 ，言して控訴人に通知したのは６月４日の夕方である旨証言している さらに

仮にこれらが職務命令であったとしても，６月４日午前には年休申請を２日

間とも受理しているのであるから，これにより職務命令は撤回ないし取り消

されたものというべきである。

（４） 時季変更権行使等の違法性，過失

学校教育法２８条３項により，校長は，職員の勤務時間管理の責任者であ

ることが明記されており，この権限行使に法律違反があれば違法行為として
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責任は免れず，校長が，時季変更権行使の要件や行使態様を知らなかったこ

とは過失となっても，これを免責事由とすることはできない。過失の立証責

任が原則として被害者にあるとしても，現実にはその立証は困難であること

が少なくなく，被害者が公務員の違法な公権力の行使によって損害が生じた

ことを立証した場合には，過失が一応推認されるというべきである。本件に

おいてＡ校長がした時季変更権の行使は，少なくとも遅れたものであって違

法とされる以上，Ａ校長及びこれを指示した県教委や市教委に過失があるこ

とは当然である。Ａ校長は，事前に市教委に相談し，市教委は県教委に相談

しているのであるから，適切な指示がされることは当然の前提である。そも

そも，職員の勤務時間管理者としては，時季変更権行使の要件を知らないこ

とだけでも過失というべきである。

また，時季変更権の適切な行使を怠り，控訴人に年休を取らせたのであれ

ば，その年休取得は有効なものであって，これを後に欠勤などとして扱うこ

とは到底できないことは明らかであるのに，Ａ校長と市教委は，県教委の指

導の下にこれをしている。Ａ校長については，仮に同校長が時季変更権行使

の要件を詳しく知らないために，その行使が遅れたことについて過失に該当

しないとしても，その後に，控訴人の年休取得を欠勤として扱い，さらに，

その年休取得を理由に訓告処分することは二重の過失である。

Ａ校長の過失は明らかであるのに，原判決は，これを放置しながら，控訴

人の対応について 「Ａ校長が時季変更権を行使しないことはほとんどあり得，

ない客観的状況にあることを熟知しながら，事業の正常な運営を妨げる年休

の時季指定を敢えて行い，Ａ校長のミスを誘発した」とする。しかし，Ａ校

長が時季変更権を行使しないことはほとんどあり得ない客観的状況にあるこ

とを熟知していたとの証拠はない。むしろ，控訴人は何とか休暇の承認を得

て本件定期大会に出席しようと努力し，Ｂ広教組書記長から「一度，年休届

けを出してみて，これを拒絶されたり，時季変更権が行使された場合は，研

修に参加するよう」指導され，これに従って年休届けを出したところ，Ａ校

長はこれを承認し，時季変更権を行使しなかったため，本件定期大会に参加

し，本件主任研修に参加しなかったにすぎない。年休申請は無条件に可能で

あり，業務の正常な運営を妨げる場合には時季変更権を行使すれば足りるこ

とである。控訴人の対応が悪質であるかのごとくに位置づけて被控訴人らを

救済することは許されない。

（５） 命課換えについて

命課換えについてＡ校長に裁量権があるとしても，無限定，無定型なもの

ではなく，選解任（命課換え）に他の（違法）目的が介在している場合はこ

の命課換え自体が違法となる。

本件においては，Ａ校長や市教委が従来どおり控訴人を教務主任に就任さ

せることについて何ら問題としていなかったにもかかわらず，広教組に対し

， ，て一連の不当労働行為を繰り返してきた県教委が 指導と称して横槍を入れ
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市教委やＡ校長がこれに従って命課換えをしたという事情がある。本件命課

換えは，このような県教委の不当労働行為の一環としてされたものである。

本件命課換えは，県教委や市教委が広教組の活動を抑える目的で行った指示

にＡ校長が盲目的に従ったものであり，明らかに裁量権を逸脱した不当労働

行為そのものであり，違法，無効である。

（６） 責任

本件では，控訴人は違法に時季変更権を行使された上，年休の取得が認め

られるべきであるのに欠勤扱いとされて給与等を減額され，理由もなく命課

換えや文書訓告という不名誉な処分まで受けたものであり，県教委，市教委

及びＡ校長によるこれら一連の行為が，いずれもその理由を欠いた違法なも

のであって，被控訴人らに控訴人の損害を賠償すべき責任のあることは明ら

かである。

（７） 損害（精神的苦痛について）

控訴人が受けた精神的苦痛は，以下のとおりであり，控訴人が現実に休暇

を取得し，未払賃金の支払を受けることにより慰謝される程度のものとは到

底いえない。

ア 給与の減額

欠勤扱いにより給与は減額され，その説明はまったくなく，７月１６日

の給料日に給料明細書を受け取り，これにより８時間の欠勤で２万２７３

６円が減額されていることを知った。それを妻が知り，様々な心配をして

夫婦の信頼関係にも影響を生じている。

イ 文書訓告

「訓告」処分は，市町村教育委員会が，懲戒処分の形式はとらないもの

の，県費負担教職員らに対する当局の組合運動対抗手段として常用されて

きた。特に，文書訓告の内容は「戒める」というものであって，まさに服

務規律違反に対する制裁措置そのものである。文書訓告は，控訴人が措置

要求を行ったことに対する報復措置としてされたものである上，加害者と

被害者をすり替えるものである。控訴人は，これまでまじめに勤務してき

ていながら，定年前にしてこのような処分を受けたこと自体が屈辱的なこ

とであり，教師としての努めに背いたと判断されたもので，これまでの勤

務自体を否定されたような屈辱的な気持となった。しかも，市教委は，未

だ時季変更権の行使さえ正当なものであり，訓告処分も正当であるとして

おり，控訴人にやりきれない思いをさせている。

被控訴人広島県は，訓告によって何ら不利益を受けることはなく，人事

記録の管理対象ではないとするが，県教委は，懲戒処分の事由として過去

に訓告を受けたことを摘示しているのであり，この訓告「処分」を人事記

録に残し，この前歴を懲戒処分をする際に不利益に考慮している。

また，本件文書訓告の内容は，当局から「叱りおかれた」と認識し，こ

れまでの自らの経歴を傷付けられた上，子供たちに対して熱心に行ってき



- 6 -

た職務行為を否定されたと受け止めても無理からぬものである。しかも，

本件においては，適法な年休取得を違法視されて叱責までされたものであ

り，二重の意味で精神的に傷付けられている。

ウ 命課換え

控訴人は，本件命課換えによりいきなり教務主任の地位を剥奪され，他

の若年の教師に替えられた。その屈辱は言いようのないものであり，慰謝

されるべきである。

（被控訴人三原市の当審における主張）

（１） 時季変更権の行使について

Ａ校長は 「時季変更権」という法律用語は使用しなかったものの，６月１，

日，同月３日に研修出席の必要があるという理由で年休届の撤回を促してい

るのは，時季変更権そのものを行使したというべきであり，Ａ校長の時季変

更権の行使は全体的にみて適法なものである。

（２） 訓告について

訓告は，懲戒処分に至らない職員の義務違反に対し，服務監督権者によっ

て行われる矯正措置であり，訓告を受けた職員が職務上又は経済上の不利益

を受けることはない。その他のこの点についての主張は，後記（被控訴人広

島県の当審における主張 （４）記載のとおりである。もともと本件主任研修）

は義務研修であり，Ａ校長がこれに参加するよう職務命令を発したのに，控

訴人は，これを無視して参加しなかったものであって，その行為は法令等及

び上司の命令に従う義務を定めた地方公務員法第３２条に違反するものであ

り，この行為に対する訓告は正当である。

（３） まとめ

本件主任研修については，５月中旬にはその開催日，会場等の実施要綱が

定まっており，控訴人にもその旨通知されていた。控訴人はそのことを充分

に承知しており，また，Ａ校長から研修への出席を強く要請されていたのに

， 。 ，かかわらず あえて年休届を提出したものである このような事情に加えて

，控訴人の給与・賞与の減額分がすでに填補されていることなどを総合すれば

いずれにしても本件につき控訴人の慰謝料請求権は発生しないというべきで

ある。

（被控訴人広島県の当審における主張）

（１） 職務命令について

ア 職務命令が有効に成立するためには，きちんと職務命令であることを明

言しなければならないというものではない 「権限ある上司から発せられた。

こと 「その職務に関するものであること 「実行可能な職務命令である」， 」，

」 ， ， ，こと の各要件を充足していることが必要であるが ５月１４日 ２０日

， ， ，３１日 ６月１日 ３日にされたものはいずれもこの要件を充足しており

職務命令と解すべきである。また，職務命令の手続及び形式については，

別段の制限はなく，要式行為ではないから，口頭によっても文書によって
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もよく，この点でも問題はない。

イ 控訴人は，研修参加を強制するような通知は受けていない旨，また，研

修参加の職務命令が発せられたのであれば控訴人が年休申請をするはずは

ない旨主張するが，控訴人自身，３回か４回かは研修への出席を求める話

を聞いている旨，また，研修が優先することは理解しながら様子を窺うた

めに年休申請した旨供述しており，上記の控訴人の主張は誤りである。

（２） 時季変更権行使について

ア 控訴人は，６月３日午後８時３０分ころにＡ校長が時季変更権を行使し

た事実はなく，その理由として，市教委段階では年休を許可し，後の予備

の研修に参加させればよいと考えた可能性があると主張するが，臨時研修

があったことを前提に上記日時にＡ校長が時季変更権を行使しなかった理

由とすることはできない。臨時研修が開催されることになったのは本件主

任研修が終了した後であり，あくまで事後的な事情にすぎない。また，教

務主任研修は平成１２年度から実施されたものであるが，同年度において

も予備日を設けていた事実はなく，平成１３年度においても，第１回の研

修の欠席者の状況をみた上で，同年６月１３日ころに開催を決定したもの

である。

イ 時季変更権の行使の有無を判断するにあたっては，Ａ校長の対応を一体

的に見て全体として時季変更権が適法に行使されたとみるべきである。

ウ 控訴人は，Ａ校長が時季変更権を行使しないことはほとんどあり得ない

客観的状況にあることを熟知していたことはない旨主張するが，Ａ校長が

明確な判断をしていれば控訴人は本件主任研修に参加していたとのＢ証言

等からすれば，広教組ないし控訴人としては，Ａ校長が時季変更権を行使

することを当然の前提として対処していたことは明らかである。また，控

訴人は組合幹部として地方公務員の勤務時間制度の基本的な事柄について

承知していないということはあり得ない。

（３） 年休申請について

控訴人は，業務の正常な運営を妨げる場合や，それを認識した場合に年休

権を行使してはならない等の記載や解釈はなく，年休申請は無条件にできる

旨主張するが，その行使の意図等によっては権利濫用となることがあり得る

ことは当然の法理である。

（４） 訓告について

ア 市教委における訓告は，地方公務員法に基づく懲戒処分ではなく，県費

負担教職員の服務の監督権を有する者として当該教職員に対して将来を戒

めるために行う事実上の行為にすぎず，これによって直接法的効果をもた

らすところはない。

イ 文書訓告は 「履歴事項」として記録されるものではないし，給与上の措，

置に結びつくものでもないから，全く制裁的実質を備えていない。したが

って，これを訓告「処分」と呼ぶことは当を得ない。文書訓告を受けた者
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が再び同様の行為をした場合には懲戒処分を受けるという関係にもない。

懲戒処分中の最も軽い処分である戒告と対比しても，文書訓告は，文書を

交付する体裁をとるが発令行為ではなく，人事記録の管理対象とならず，

昇給延伸を伴わず，特別昇給の適用除外とはされず，勤勉手当の支給割合

にまったく影響がなく，基本的に事案内容を公表しないなどの点で差異が

あり，何ら不利益を課すものではない。

もっとも，このことは，文書訓告を受けた者について，文書訓告の対象

。となった非違行為自体が存在しないものとして扱われることを意味しない

また，県費負担教職員について文書訓告を行う意思決定に係る文書は，当

該市町村教育委員会において永久保存される。

（５） 命課換え等について

控訴人は，Ａ校長が幾度となく本件研修への参加を命令，説得などしたに

もかかわらず，期待される教務主任の職責や，それを果たす上での本件研修

の重要性を認識しながら，あえて，公務外の職員団体活動の方を優先させて

本件研修に参加しなかったものである。このような行動は教務主任として不

適任な事情と認められる。本件年休の取得が結果的に適法であったことや，

職員団体活動が妨害されるべきでないことと，教務主任としてなすべき業務

があるときに年休を取得したり職員団体活動をしたりすることが，教務主任

として期待されるところにかなうかどうかとは別次元の問題である。

第３ 当裁判所の判断

１ 当裁判所は，控訴人の本件請求は，被控訴人らに対し，連帯して，３０万円とこ

れに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がないも

のと判断する。その理由は，以下のとおり付加訂正するほか，原判決の事実及び理

由中の「第３ 当裁判所の判断」欄に記載のとおりであるから，これを引用する。

（１） 原判決２０頁１行目の「①同日分の」から同８行目末尾までを次のとおり

改める。

「 ，「 ， 。」同人に対し ６月４日の年休は受理するが ５日の分は再考して欲しい

旨要請した。これに対し，控訴人は 「校長からは何度も指導を受けたが最，

終的には年休届を出すことにした。年に１度の定期大会であり出席しない

わけにはいかない。日程が重ならなければ必ず出席するのに・・・ 」と述。

べ，再度，５日についても年休を取得したい旨要望した。Ａ校長は，本件

主任研修が義務研修であるため，どのように対応してよいか即座に結論を

出せず，市教委に相談しようと考え，控訴人に，後に結論を出すので時間

が欲しい旨伝え，控訴人もその結論を待つこととした 」。

（２） 同２０頁１７行目から１８行目の「指示を仰いだ上で，Ｃ次長に対し，原

告を本件主任研修に必ず参加させるよう指示した。そこで」を次のとおり改

める。

「指示を仰いだところ，当時の県教委事務局教育部指導第一課課長補佐兼企

画研修係長であったＤは，Ｅ課長に対しては，今までどおり研修に参加す
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るよう指導を続けてもらいたいと答える一方で，争訟に発展する可能性が

， 。 ，あることを危惧し 法務担当に報告してその指示を待つこととした 他方

Ｄの指示を受けたＥ課長は，Ｃ次長に対し，昨日お願いしたところである

旨回答し，これを受けて」

（３） 同２１頁５行目から６行目の「指導すると共に 」の次に「６月５日の時季，

指定についてはこれを変更ないし撤回するよう協力を求め，協力を得られな

かった場合には 」を加え，６行目の「年給届」を「年休届」に改める。，

（４） 同２２頁２行目の「５日は是非研修に行ってください 」を削除する。。

（５） 同２２頁１７行目から１８行目の「受け入れられないときは」の次に「時

季変更権を行使し，それも受け入れられないときには」を加える。

（６） 同２５頁４行目から３３頁６行目までを次のとおり改める。

「２ 争点（１ （時季変更権行使の適法性）について）

（ ） ， ，１ 控訴人は 年休の申請を受理すれば時季変更権行使の余地はなく

以後は承認の撤回行為に該当し，行政行為の取消し又は撤回の問題

として，処分に瑕疵があるか特別の事情のない限り許されないもの

であるのに，本件においては，Ａ校長は，遅くとも６月４日午前の

時点では控訴人のした年休申請を受ける旨回答してこれを承認して

いるから，その後の時季変更権の行使はあり得ず，また，仮に時季

変更権が行使されたものであるとしても違法・無効である旨主張す

る。

（２） 年休は，労働者がその有する休暇日数の範囲内で，具体的な休暇

の始期と終期を特定して時季指定をしたときは，客観的に労基法３

９条４項ただし書所定の事由（請求された時季に有給休暇を与える

ことが事業の正常な運営を妨げる場合）が存在し，かつ，これを理

由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり，労働者の時季

指定によって年休が成立し，当該労働日における就労義務が消滅す

るもの，すなわち，年休の時季指定の効果は，使用者の適法な時季

変更権の行使を解除条件として発生するのであって，年休の成立要

件として，使用者の承認の観念を容れる余地はないものと解すべき

である（最高裁昭和４１年（オ）第８４８号昭和４８年３月２日第

二小法廷判決・民集２７巻２号１９１頁 。）

したがって，このような意味での労働者からの時季指定に対し，

使用者側から承認ないし不承認の意思表示がされたと認められる場

合においては，それらの意思表示は，それぞれ，時季変更権を行使

しない旨の意思表示ないし時季変更権行使の意思表示としての意味

を持つものというべきである。そして，そのような意思表示がされ

ていない場合における時季変更権の行使は勿論，年休が一旦承認さ

れた場合においても，その後に予測し得ない事情の変更が生じるな

ど，やむを得ない理由があれば，その後の時季変更権の行使（年休
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承認の撤回）が許されないわけではないが，時季変更権の行使は適

切な時期に遅滞なくされるべきであり，特に，承認等によって労働

者に休暇取得の期待を生じさせているような場合には，その期待を

保護する必要がある。この意味で，時季変更権の行使に必要な合理

的期間を徒過した不適切な時期における時季変更権の行使ないし一

旦与えた承認の撤回は，労基法３９条４項ただし書に該当する事由

が客観的に認められる場合であっても，権利の濫用ないし信義則上

許されないものとして違法，無効と解すべきである。

（３） 本件においては，前記認定のとおり，県教委は，６月１日のＡ校

長からの市教委を介した問合わせに対し，年休届を受理した上で，

場合によっては時季変更権を行使することなどの方針を決定してい

るところ，このような処理を前提とする「受理」は，直接的には上

記のような年休取得の要件に直接関わるものではなく，内部手続上

求められている事実上の措置にすぎず，この意味での「受理」がさ

れたからといって，これが直ちに年休の承認（時季変更権不行使の

意思表示）を意味するものということはできない。しかし，このよ

うな意味の「受理」であっても，個別的，具体的な場合において，

それが同時に，申請者に対する年休の承認（時季変更権不行使）の

意思表示をも兼ね併せた意味で用いられ，又は用いたものと認めら

れる場合があることは別論である。本件においては，６月１日に年

休届が提出された際，Ａ校長は，控訴人に対し，再考を要請し，さ

らに，検討のために時間が必要であるとして回答を留保した後，６

月３日と４日に，特に４日午前９時３０分ころには，最終確認のた

めにされた控訴人からの電話に対して，いずれも年休を受理する旨

回答し，ほかには連絡先を確認する程度のやりとりに止まったこと

は前記認定のとおりである。その内容からすれば，それが時季変更

権の行使の留保を前提とするものであることが明示されていたとい

うことはできない。このようなＡ校長の対応は，一方では，年休の

受理について使用者側の判断を前提とする行為として位置づけてお

り，他方で，受理の表明に際し，時季変更権の行使などが留保され

ていることを示すものでもなく，これを一連の経過に即して客観的

にみれば，少なくとも同人が６月４日午前に「年休を受理する」旨

の回答をしたことは，上記のような「受理」の意味に止まらず，６

月５日の年休を承認したもの，すなわち同日についての時季変更権

を行使しないとの意思を表示したものと認めるのが相当である。

したがって，これを前提とする限り，６月４日午後６時ころに，

Ａ校長が控訴人に対して時季変更権を行使する旨伝えたことは，既

にされた年休の承認（時季変更権不行使の意思表示）を撤回する旨

の意思表示を意味するというべきである。そして，そのような形態
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での時季変更権の行使であっても，前述のとおり，事情によっては

許されないものではなく，また，本件主任研修の実施日に休暇を与

えることが労基法３９条４項ただし書にいわゆる「事業の正常な運

」 ， ， ，営を妨げる 場合に当たるとしても 本件では 前記認定のとおり

Ａ校長が年休の承認をしたものというべき６月４日午前の時点にお

いて，６月５日に本件主任研修が開催される予定であることは明白

な事実であって，承認後に予測できない事態が生じたというもので

はなく（仮に，Ａ校長において，県教委から時季変更権を行使すべ

き旨の具体的な指示があることを予測していなかったとしても，前

記の事情からすれば当然予測すべき事柄である ，むしろ，そのよ。）

，うな問題があったからこそ検討に時間を要するとして判断を留保し

その結果として，受理する旨の回答をしたものである。そして，６

月１日の控訴人による時季指定の後，Ａ校長が時季変更権を行使す

る機会は十分に存したものであり，遅くとも６月４日午前の控訴人

からの最終確認の電話の際には，これを行使すべきものであったと

いうことができる。さらに，Ａ校長が時季変更権を行使する旨の意

思表示をしたのは６月４日午後６時ころのことであって，その時点

においては，既に本件定期大会は同日から開催されていて，控訴人

は同日に引き続き翌日も本件定期大会に参加するために，予約した

宿泊場所に赴いており，また本件定期大会の運営についても控訴人

の参加を前提とした準備や打合せがされていて，この時点で時季変

更権の行使（年休承認の撤回）をすることは，控訴人は勿論，その

関係者にも予期せぬ不利益を与えるものである。これらの事情を総

合すれば，本件主任研修の必要性ないし非代替性を考慮したとして

も，６月４日午後６時ころにされたＡ校長の時季変更権の行使（年

休承認の撤回）は，既に時季変更権の行使のために必要と考えられ

る合理的期間を徒過した後にされたものと認められ，信義則上許さ

れず，違法かつ無効なものというべきである。

本件では，控訴人は，年休届のとおりに６月５日も引き続き本件

定期大会に参加したことから，上記の時季変更権の行使（年休承認

の撤回）自体による損害が具体的に生じたとはいえないものの，時

季変更権の行使（年休承認の撤回）が違法・無効であることに変わ

りはない。

（４） なお，仮に６月３日夜ないし翌４日午前の時点におけるＡ校長の

回答が年休承認に当たらないとしても，Ａ校長が時季変更権を行使

したのは６月４日午後６時ころの時点であり，この時点における時

季変更権の行使は，上記のような本件の事情のもとにおいては，同

様に，時季変更権の行使に必要な合理的期間を徒過し，不適切な時

期にされた違法，無効なものというべきである。



- 12 -

この点，被控訴人三原市は，Ａ校長は 「時季変更権」という法律，

用語は使用しなかったものの，６月１日，同月３日に研修出席の必

要があるという理由で年休届の撤回を促しており，これは時季変更

権そのものを行使したものであり，Ａ校長の時季変更権の行使は全

体的にみて適法なものである旨主張し，被控訴人広島県も，職務命

令の観点から，職務命令の手続及び形式については別段の制限はな

く，口頭によってもよく 「権限ある上司から発せられたこと」等の，

要件を充足していることが必要であるが，５月１４日，２０日，３

１日，６月１日，３日にされたものはいずれもこの要件を充足する

ものであって，職務命令と解すべきであり，また，時季変更権の行

使の有無を判断するにあたっては，Ａ校長の対応を一体的に見て全

体として時季変更権が適法に行使されたとみるべきである旨主張す

る。

しかし，上記認定のとおり，Ａ校長は，控訴人からの年休届の提

出を受けた後，独自の判断で対応することはできないとして，市教

委ないし県教委に状況を報告し，その判断を仰いでいたものである

ところ，県教委は，６月３日の段階に至って対応策を作成したもの

の，教育長決裁が得られたのは翌６月４日午後４時ころであり，し

かも，その対応策の内容も，控訴人に対して研修参加の指導をし，

時季指定の変更・撤回の協力を求め，これが受け入れられない場合

に時季変更権を行使し，これにも応じない場合には職務命令を発す

るとするものであって，時季変更権の行使や職務命令は未だされて

いないことを前提としたものであった。これらの事情からしても，

６月４日の午後６時ころより前に，Ａ校長により時季変更権の行使

ないしこれを前提とする研修参加の職務命令がされたと認めること

は困難である。

もっとも，県教委ないし市教委の指導とは別個に，Ａ校長自身が

その独自の判断で時季変更権を行使し，職務命令を発する余地は否

定できないところ，これらの意思表示を口頭ですることも許される

ことは被控訴人広島県の主張するとおりである。また，職務命令で

あると称する必要はなく，それが命令であることなど，その意思内

。 ，容が相手方に伝わるものであれば足りるものとも解される しかし

これらの行為は，通常は任意の協力等を求める要請や指導として行

われることで目的を達成する場合が多いため，当初から法的な権利

行使としてされることは少なく，そのために，任意の協力等を求め

る要請ないし指導との区別が問題になること，他方，法的な時季変

更権の行使や職務命令としてされた場合には，労働者の意思に反し

た法的不利益を課すことになるものであることからすれば，時季変

更権の行使や職務命令があったというためには，それが要請等の任
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意の協力を求める行為とは異なるものであることが客観的に明らか

なことが必要であるというべきである。しかし，以下に検討すると

おり，６月４日午後６時ころより前に，Ａ校長が被控訴人らの主張

するような時季変更権の行使ないし職務命令を発したものと認める

ことはできない。

すなわち，５月３１日までのやりとりにおいては，前記認定のよ

うなＡ校長の発言内容及び市教委のＡ校長に対する指導内容のいず

， 。れの面からみても これが職務命令であると認めることはできない

次に，６月１日午前に控訴人が年休届を提出した後のやりとりにつ

いて，Ａ校長は 「義務研修だから絶対に行ってもらわないといけな，

い 」旨言ったとし，これが時季変更権の行使ないしこれを前提とす。

る職務命令を発令したものであるかのような陳述をする。しかし，

同人は，他方では「多分言ったと思うのですが 」とも述べ，同人の。

記憶が曖昧であることは否定できない。のみならず，この時点にお

いて，控訴人はＡ校長に対し，本件定期大会を優先してこれに出席

する意思を明らかしており，そのために同校長は，どうすればよい

か迷い，同日午後にＣ次長に相談したものである。しかも，控訴人

は，Ａ校長は「時間がほしい，後で結論を出す 」旨言ったと陳述す。

る。そして，Ａ校長はその発言について記憶がない旨述べるに止ま

っている上，上記の控訴人の陳述内容は，Ａ校長のその後の行動に

， 。も合致しているものであり その信用性は否定することはできない

これらの事情からすると 「絶対に行ってもらわないといけない 」， 。

旨の発言をしたとのＡ校長の陳述は直ちには採用できず，むしろ，

控訴人の側がより強くその希望を表明した状態のまま，Ａ校長が結

論を先送りする形で話合いが終了したものと推認される。このよう

な状況からすれば，仮にＡ校長が上記のような発言をしていたとし

ても，暫定的な希望の表明ないし任意の翻意を促す指導として発言

されたというに止まり，これが確定的な年休取得の否定（時季変更

権の行使ないし研修参加の職務命令）の趣旨でされたものと認める

ことはできない。６月１日午後の控訴人とＡ校長の電話でのやりと

りについても，Ａ校長は 「絶対行ってもらわないと困る 」と述べ， 。

たとするが，他方で 「もう一度考え直してほしい 」との言葉を添， 。

えたとしており，その表現及び文脈からしても，これが職務命令で

あると断定するにはなお疑問がある。のみならず，控訴人はそのよ

うな電話を否定し，記憶にないとしているだけでなく，以下のよう

なその後の控訴人とＡ校長とのやりとり及び前記のような県教委の

指導内容等の客観的状況を考慮すると，この時点において控訴人と

Ａ校長との間のやりとりがあったとしても，そのなかで職務命令な

いし時季変更権の行使がされたものということはできない。また，
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６月３日午後８時３０分ころにＡ校長が控訴人に対して電話で話し

た内容について，Ａ校長は「５日は是非研修に行って欲しい 」旨伝。

えたというが，控訴人は，そのような話は聞いていないとする。ま

た，仮にそのような発言があったとしても，その文言自体も，これ

を時季変更権の行使ないしそれを前提とする職務命令というには十

分ではない。しかも，控訴人は，最終確認のためとして翌４日午前

９時ころに電話をする旨約束してやりとりを終え，現に４日午前９

時３０分ころにＡ校長に電話をしているのであり，最終的な判断が

留保されていることは客観的状況からみても明らかである。そのよ

うな状況にもかかわらず，上記の発言をもって確定的な年休取得の

否定（時季変更権の行使ないし研修参加の職務命令）の意思表示が

。 ， ，されたものと認めることはできない そもそも 前記認定のとおり

同日当時，Ａ校長は，年休と時季変更権行使の法的意味についての

理解ないし自覚が十分でなく，むしろ，年休申請の受理ですべてが

決するかのような理解をし，そのために年休申請の受理自体を留保

していたものであるところ（この点は，市教委自体も同様の考えを

もっていたことが窺われる ，Ｃ次長の指示を受けて，４日と５日。）

の年休を受理するとの結論を伝えているのである。当時のＡ校長の

理解からすれば，年休申請の受理は研修参加の命令とは矛盾するも

のであり，そのような矛盾する命令をしたとみることは不自然であ

る。

なお，被控訴人広島県は，控訴人自身が，本件主任研修が優先す

ることを理解しながら様子を窺うために年休申請をした旨供述して

おり，控訴人が年休申請をしたことをもって職務命令が発せられて

いない理由とはできず，また，広教組ないし控訴人としては，Ａ校

長が時季変更権を行使することを当然の前提として対処していた旨

主張する。しかし，当時の，特に県教委において本件主任研修を義

務的なものと位置づけていたなどの客観的な状況からみて，職務命

令等が発せられる可能性が大きいということと，現に一定の時点に

，おいて特定の命令権者がこれを発しているか否かとは別問題であり

その一般的な可能性が大きかったとの一事をもって，具体的な状況

を考慮することなく，職務命令が発せられ，あるいは時季変更権が

。 ， ，行使されていたと認めることはできない また 前記認定のとおり

控訴人においても，Ｂと相談した際に，とりあえず年休を申請し，

これに対して職務命令が発せられたり，年休が受理されなかった場

，合には本件研修に参加するとのアドバイスを受けていたものであり

職務命令や年休申請の不承認（時季変更権の行使）があり得ること

は十分に予想していたものということはできるが，上記アドバイス

の内容からしても，職務命令ないし時季変更権の行使が確定的な当
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然の前提とされていたものでもない。したがって，この点に関する

被控訴人広島県の主張は理由がない。

３ 争点（２ （本件給与減額，本件訓告及び本件命課換えの適法性）につ）

いて

（１） 本件給与減額及び本件訓告の適法性について

上記判示のとおり，Ａ校長がした時季変更権の行使は違法・無効

なものというべきであり，これが適法にされたことを前提とする６

月５日の控訴人の就労義務は存在せず，同日につき欠勤として取り

扱うことはできない。したがって，同日に欠勤したことを理由とし

てされた本件給与減額は，その理由を欠くものとして，違法・無効

といわざるを得ない。

また，本件訓告についても，その理由は，時季変更権の行使及び

職務命令が発せられたにもかかわらず，控訴人が本件主任研修に参

加せず，また，所属校においても勤務しなかったことが，地方公務

， 。 ，員法３２条 ３３条及び３５条に抵触するという点にある しかし

６月５日の年休についての時季変更権の行使が違法・無効であるこ

とは前記判示のとおりであり，したがって，同日の研修参加を内容

とする職務命令は無効というべきである。また，６月４日午後６時

ころより前に職務命令が発せられたとは認められないことは上記判

示のとおりである。したがって，本件訓告もまた，その前提を欠く

理由のないものであり，客観的に重大な瑕疵があるものとして違法

かつ無効というべきである。

（２） 本件命課換えの適法性について

校長は，校務をつかさどり，所属職員を監督するもの（学校教育

法２８条３項）であって，教務主任の任免は校長の権限であるとこ

ろ，教務主任に適任か否かは当該人物の能力，経験，識見，専門性

等を総合的に考慮し，任免権者である校長がその専門的知見等をも

踏まえて判断すべきものであって，その意味で，校長には任免権者

として一定の裁量権があり，その裁量権を逸脱したものというべき

事情がない限り，当不当を理由に任免の適法性を判断することはで

きないというべきである。

しかしながら，本件命課換えは，もっぱら，控訴人が，時季変更

権の行使や職務命令があったにもかかわらず，本件主任研修を欠席

したことが教務主任には不適格であると県教委が判断し，市教委を

介した指導に基づきＡ校長も同意見であるとしてされたものである

ところ，前記判示のとおり，その判断の前提とされた時季変更権の

行使ないし職務命令は，違法・無効であるか存在しないものであっ

て，その判断ないし裁量の前提を欠くものであり，そのような前提

があるものとしてされた本件命課換えについては，これが裁量の問
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題であるとして適法とすることはできないというべきである。

もっとも，教務主任は，教育計画の立案その他の教務に関する事

項について連絡調整及び指導，助言に当たり（学校教育法施行規則

２２条の３第３項 ，当該学校の運営の中核的存在としてリーダーシ）

ップを発揮することが期待されるものであるところ，本件主任研修

は義務研修とされ，控訴人もそれを認識していたこと，平成１３年

４月段階から再三にわたり本件主任研修に参加するよう指導を受け

ていたことからすれば，控訴人が，このような指導に従わず，年休

届を提出したこと自体をもって，控訴人が教務主任に不適任である

とする考え方もないわけではない。しかし，そのような扱いは，年

休取得の権利行使を実質的に抑制する危険がある点で問題である。

また，教務主任の上記のような位置づけ，役割からすれば，その適

格性の判断にあたっては，対象者の行為の適法性のみならず，妥当

性ないし相当性をも考慮することも許されるものとは解されるが，

そもそも，本件においては，そのような事由は，本件命課換えがさ

れた当時，Ａ校長は勿論，これを指導した県教委ないし市教委にお

， ， ，いても想定していたものではなく このことは 前記認定のとおり

Ａ校長が，６月７日に，控訴人に対し，次回の教務主任研修には参

加してほしいと述べ，６月２２日の時点においても，控訴人を本件

臨時研修に参加させようとしていたことなどの事実からすれば，当

初は，本件主任研修を欠席した控訴人が適任でないとまでは考えて

いなかったものと認められることからも明らかである。これらの事

情からすれば，本件命課換えは，裁量権行使の前提を欠くものであ

る点で任免権者としての裁量権を逸脱し，違法なものというべきで

ある。

なお，控訴人は，本件命課換えが広教組の活動を抑える目的で行

った不当労働行為であるとも主張するが，本件全証拠によっても，

本件命課換えに関しては，未だそのような不当労働行為の意思の存

在を認めることはできない。

４ 争点（３ （被告らの責任原因）について）

（１） 時季変更権の行使について

Ａ校長がした時季変更権の行使は，一旦した年休の承認（時季変

更権不行使の意思表示）の撤回として，また，そのような年休の承

， ，認がなかったものとしても その行使に必要な合理的期間を徒過し

不当に遅延したものであり，労働者に予期せぬ不利益を課すものと

して違法・無効であることは前記判示のとおりである。Ａ校長が，

６月４日午前までの時点において，前記認定のような状況のもとで

年休申請を受理する旨控訴人に告げ，事後の連絡のために連絡先を

確認した程度で，その後に時季変更権の行使等があり得ることを明
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示しなかったのは，Ａ校長自身が，年休の申請や時季変更権の行使

についての理解が不十分であったことや，市教委の指導もそのよう

なものと理解していたことに基づくものではないかとも思われる。

しかし，少なくとも，６月４日午後６時ころの時点においては，控

訴人が翌日の本件定期大会にも引き続き参加するために，予約した

宿泊場所に赴き，また本件定期大会の運営についても控訴人の参加

を前提とした準備や打合せがされており，この時点で時季変更権の

行使（年休承認の撤回）をすることは，控訴人は勿論，その関係者

にも予期せぬ不利益を与えるものであるところ，このような事態に

至るであろうことは，Ａ校長においても十分に予測し得たものとい

うことができる。他方，そのような状態に至る以前に時季変更権を

行使することは，控訴人が５月中から本件定期大会に参加したい意

向をＡ校長に告げており，年休の届出も６月１日の午前中にされて

いたことからすれば，Ａ校長において市教委等との協議をすること

を考慮しても，十分に可能であったというべきであり，それにもか

かわらず上記の時点に至ってようやく時季変更権を行使した（年休

承認を撤回した）ことについては，Ａ校長に過失があったものとい

うべきである。もっとも，現実には，前記認定のとおり，Ａ校長は

県教委ないし市教委の指示を待ち，それに従おうとしたために時期

を失したものであるが，Ａ校長にはその独自の権限として時季変更

権行使などの年休処理の権限があったのであるから，自らの判断に

より市教委等の指示を待ち，これに従ったものとして，やはり過失

を否定することはできない。Ａ校長が時季変更権等についての理解

が十分でなかったことが，過失を否定する理由とならないことはい

うまでもない。

また，県教委が，時季変更権の行使や職務命令の発令を前提とす

る対応策について教育長の決裁を得たのは，６月４日午後４時ころ

の時点であり，これに基づき市教委を介してＡ校長に指示をしたと

しても，同校長において控訴人に対して時季変更権等の行使をする

時点においては，既に控訴人に上記のような予期せぬ不利益を与え

る状況になっていることは十分に予測しえたはずであり，この点は

市教委についても同様である。それにもかわわらず，県教委及び市

教委が上記のような指示をしたことにも過失があったものというべ

きである。

（２） 本件給与減額，本件訓告及び本件命課換えについて

本件給与減額，本件訓告及び本件命課換えが，いずれも，Ａ校長

による時季変更権の行使や職務命令の発令が適法にされていたこと

を前提とするものであり，その前提を欠く以上，いずれも違法・無

効であることは前記判示のとおりである。そして，Ａ校長が時季変
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更権を行使したと認められる６月４日午後６時ころの状況について

は，Ａ校長は勿論，前記認定のような報告と指導とがされていた状

況からすれば，市教委や県教委においても十分に認識し，また，認

識し得たものというべきであって，それにもかかわらず，Ａ校長の

した時季変更権の行使が適法であることを前提として本件給与減額

や本件訓告をしたことには，県教委や市教委に過失があったものと

， 。いうべきであり 本件命課換えをしたＡ校長についても同様である

また，職務命令の点についても，前記認定のような県教委の対応策

の内容や決裁の時期等からすれば，６月４日午前の時点においては

， ，未だ職務命令が発せられていない状態にあることは 県教委は勿論

，その対応策に従うべく指示を受けていた市教委やＡ校長においても

その当時から認識し，少なくとも認識し得たはずであり，それにも

かかわらず，職務命令が発令されたことを前提にその違反を理由と

してされた本件訓告や本件命課換えについては，市教委やＡ校長に

過失があったものというべきである。

５ 争点（４ （損害）について）

本件給与減額に関しては，人事委員会の判定により，６月５日を年休

として処理すべきものとされた結果，平成１３年７月分給与及び同年１

２月分勤勉手当の各減額分が既に控訴人に支払われたことは前記認定の

とおりである。しかし，減額の理由は，客観的には違法と評価すべき時

季変更権が適法に行使されたことを前提として，控訴人が欠勤したもの

との扱いをされたことに基づくものであって，そのような扱いをするこ

と自体が控訴人にとっては不名誉なことであり，相応の精神的苦痛が生

じるのは否定できず，その是正のために人事委員会に対する措置要求ま

でしなければならなかったことを考慮すると，減額分が後に支払われた

。ことによって当然に精神的苦痛が回復されるものということはできない

また，そのような時季変更権の行使のほか，職務命令についても，こ

れが客観的には認められないにもかかわらず，これがあるものとしてさ

れた本件訓告や本件命課換え，特に，事実に相違する理由が明示された

本件訓告は，控訴人の名誉感情を害し，屈辱感を与えるものであること

は明らかである。被控訴人らは，訓告が，地方公務員法に基づく懲戒処

分ではなく，県費負担教職員の服務の監督権を有する者として当該教職

員に対して将来を戒めるために行う事実上の行為にすぎず，これによる

直接的な法的効果や制裁的実質はなく，経済的不利益をもたらすもので

もない旨主張するが，それが処分性を有するか否か，経済的不利益をも

たらすものであるか否かと，特定の個人に対して精神的苦痛を与える違

法行為と評価し得るかとは別問題である。しかも，証拠（甲２５）によ

れば，県教委は，教諭が過去に文書訓告を受けた事実があることをも理

由として戒告処分をしている事例の存することが認められるのであり，
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訓告が一定の法的な不利益に結びつく可能性のある制裁的実質があるこ

とも否定できないのであって，被控訴人らの主張は採用できない。さら

に，命課換えについては，給与の減額や文書訓告とは違って，その措置

が採られたことが，具体的な職務分担の変更という形で外部的にも明ら

かにされるものでもある。

そして，上記のような本件の事実経過，県教委，市教委及びＡ校長の

各違法行為の内容，控訴人が被ったであろう精神的苦痛の程度，その他

本件に現れた諸事情を勘案すると，控訴人に対する慰謝料としては３０

万円が相当と認められる。

６ まとめ

以上によれば，被控訴人三原市は，市教委及びＡ校長の行為に関し

て，被控訴人広島県は，県教委及びＡ校長（その費用負担者として）

の行為に関して，それぞれ控訴人に生じた損害を賠償すべき責任があ

るところ，前記認定の事実からすれば，両者は共同不法行為の関係に

立つものとして，連帯してその責任を負うものというべきである 」。

２ 以上によれば，控訴人の本件請求は，被控訴人らに対し，連帯して，３０万円と

これに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余の請求は理由が

ない。なお，仮執行の宣言は相当でないからこれを付さないものとする。よって，

これと異なる原判決を変更することとし，主文のとおり判決する。

広島高等裁判所第３部

裁判長裁判官 西 島 幸 夫

裁判官 齋 藤 憲 次

裁判官 永 谷 幸 恵


